
柏第四小学校 いじめ防止基本方針（令和７年度） 

１  いじめに関しての基本的な考え方 

（１）基本理念 

いじめは，いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し，その心身の健全な成長

及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず，その生命または身体に危険を生じさせるおそれ

があり，決して許される行為ではない。 

本校ではだれもが安心して学校生活を送れるように「いじめ防止対策推進法」及び「柏市いじめ

防止基本方針」に基づき，いじめ防止等の対策を行う。いじめは絶対にしてはいけないということ，

いじめがあることを知って見て見ぬふりをするのはいけないということを全ての児童に十分に理

解させる。 

いじめが起きた場合には，いじめを受けた児童生徒の生命心身を保護することを最優先に考え，

国，地方公共団体，学校，地域住民，家庭その他 関係者の連携の下，いじめ問題を克服していく。 

 

（２）いじめの定義 

いじめの定義は国の法律によって定められている。いじめ防止対策推進法（平成 25 年法律第

71 号）法第 2 条には，「いじめ」とは，「児童等に対して，当該児童生徒が在籍する学校に在籍し

ている等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える

行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって， 当該行為の対象となった児童等

が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 

簡潔にいうと，「いじめとは，児童が，他の児童を心理的，物理的に攻撃することで，いじめら

れている子の心や体が傷ついたり，被害を受けて苦しんだりすること」ということである。インタ

ーネットを利用した攻撃も，いじめに含まれる。 

 

２  組織及び組織図 



３  いじめの未然防止について 

（１）基本的な考え方 

いじめは，どの子供にもどの学校でも起こりうる。未然防止とは，いじめが起きにくい環境を作

っていくことである。その方法として，児童生徒の豊かな情操や道徳心，自分の存在と他人の存在

を等しく認め，お互いの人格を尊重し合える態度など，心の通う人間関係を構築する能力の素地を

養うことが必要である。そう考えると，学校における全ての教育活動がいじめ未然防止に関係して

くると言える。 

一人一人の児童の学校での生活が充実し，満足感や安心感を得ていればいじめはおきにくい。友

達とけんかをすることはあっても，それがいじめにはつながらず，むしろそこから他人との適切な

関わり方を学んでいくはずである。また，いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し，原因と

なるストレスの改善を図ったり，ストレスに適切に対処する力を育てたりしていくことも大切なこ

とである。 

 

（２）いじめの未然防止に関係する本校での取り組み 

①教職員の言動・姿勢「一人一人の人権を尊重する行動を！」 

・生徒指導関係の職員研修や職員会議において児童に対する適切な言葉遣いと接し方につい

ての共通理解を図る。 

・生徒指導部会，打ち合せにて学級の様子，他のクラスの児童の様子について共通理解を図

り，職員が協力して教育活動にあたる。 

②自己存在感が味わえる学級づくりに努める。 

・学級内で，係活動や行事の活動を通し，児童一人一人が活躍できる場をつくる。 

・校内授業研修の充実をはかり，生徒指導の機能を生かしたわかる授業，主体的に児童が授

業に参加できる活動，授業場面で活躍できるための授業を目指す。  

③子供たちの主体的な参加による活動 

・あいさつ運動など主体的に取り組む委員会活動の実施。 

・異学年交流を促進する青空グループ活動の実施。 

④保護者や地域との連携 

・児童の様子について共通理解を測るための学級懇談会や，教育相談週間の実施。 

・ホームページの更新頻度を上げて，日々の教育活動を周知する。 

＊その他 

道徳教育の充実のための取り組み 

・命を大切にするキャンペーンや人権週間いじめ防止月間における取組 

・ネットモラル教育の推進 

・性的違和や性的指向・性自認に関わる児童生徒の理解促進 

・特別支援教育への理解促進 

・外国をルーツに持つなど，多様性の理解促進 

 

４  いじめの早期発見について 

（１）いじめの早期発見のために必要な取り組み 

いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり，遊びやふざけ合いを装って行われた

りするなど，大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識し，些細な兆候であって

も，いじめではないかとの疑いを持って，早い段階から的確に関わりを持ち，いじめを隠したり



軽視したりすることなく積極的に認知することが必要である。このため，日頃から児童の見守り

や信頼関係の構築に努め，児童が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く持つこと

が重要である。 

 

（２）具体的な取り組み 

① 学期に１度，「ミニアンケート」調査を行い，教育相談を実施する。 

② 学期に１度，「いじめアンケート」調査を行い，いじめの早期発見に努め，早期対応につなげる。 

③ 教育相談に関しては，全教職員であたる。 

④ 児童の些細な変化に気づくために気を付けてみる主なポイント 

・朝の健康観察（元気がない，いつもと様子が違う） 

・休み時間の過ごし方（ひとりぼっち，誘われない，断られる） 

・グループ作り（避ける） 

・掃除の様子（机を運ばない） 

・給食の配り方（少なくしたり，避けたりする） 

・言葉遣い（呼び捨て，強い口調） 

⑤ 子供の変化の特徴を保護者に示し，速やかに学校に相談する等の啓発活動を示す。 

⑥ いじめ防止に関して，保護者との連絡方法を定める。 

・保護者面談，電話連絡など 

⑦ SOS の出し方に関する教育の推進 

 

５  いじめの相談・通報の体制について 

 

                      ・児童相談所 

                   ・教育委員会 

                   ・警察 

                   ・医療・福祉機関 

                                ※ケースによって機関を選ぶ。 

       

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

外部機関 

校⾧・教頭 

いじめ防止対策委員会 

学年主任，生徒指導 

担 任 

児 童 保護者 養護教諭など 相談箱 

＊児童はいじめを受けている

と感じたり，誰かがいじめを

受けている様子を発見したり

した場合には速やかに担任に

相談する。担任はそれを学年

主任・生徒指導主任に報告し，

いじめ防止対策委員会が中心

になり迅速に対応にあたる。 



いじめ情報のキャッチ 

指導体制・方針決定 

児童への指導・支援 

保護者との連携 

今後の対応 

６  いじめを認知した場合の対応について 

 

いじめ対応の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・心のアンケート（学期 1 回） 

・いじめのアンケート（学期 1 回） 

・教育相談週間を設ける。 

・いじめの事実関係を正確に把握する。 

・学年に相談する。 

・当事者双方，周りの児童から聴き取り，記録する。 

・内容を把握したのち，管理職へ報告。 

・「いじめ防止対策委員会」の招集。 

・いじめを受けた児童・生徒の安全を確保するととも

に,全面的な支援を行う。(心のケア) 

・保護者に事実と今後の対応を伝える。 

・指導のねらいを明確にして，全教職員の共通理解を

図る。 

・対応する教職員の役割分担を考える。 

・教育委員会，関係機関との連携を図る。 

・双方の保護者に直接会って，内容と具体的な対応を

話す。 

・協力を求め，今後の学校との連携方法を話し合う。 

・継続的に指導や支援を行う。 

・カウンセラー等の活用も含め，心のケアにあたる。 

・心の教育の充実を図り，誰もが大切にされる学級経

営を行う。 



７  いじめの指導について        

（１） 被害者に対して 

・ いじめられた児童生徒から，事実関係の聴取を行う。 

・ 家庭訪問等により，迅速に保護者に事実関係を伝える。いじめられた児童生徒や保護者に

対し，徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え，できる限り不安を除去する。 

・ 被害者と保護者が納得するまで指導する。 

・ 複数の教職員の協力の下，当該児童生徒の見守りを行うなど，いじめられた児童生徒の安

全を確保する。 

・ いじめられた児童生徒にとって信頼できる人（親しい友人や教職員，家族，地域の人等）

と連携し，いじめられた児童生徒に寄り添い支える体制をつくる。 

・ いじめられた児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう，必要に

応じていじめた児童生徒を別室において指導することとしたり，状況に応じて出席停止制

度を活用したりして，いじめられた児童生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を

図る。 

・ 事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報を適切に提供する。 

・ いじめが解決したと思われる場合でも，継続して十分な注意を払い，学校生活の様子を保

護者に伝え，安心して学校生活が送れるように努める。 

 

（２） 加害者に対して 

・ いじめたとされる児童からもいじめた気持ちや状況などについて事実関係を複数の教員で

聴取を行う。 

・ いじめがあったことが確認された場合は，複数の教職員が連携し，必要に応じて心理や福

祉等の専門家，教員・警察官経験者などの外部専門家の協力を得て，組織的にいじめをや

めさせ，その再発を防止する措置をとる。 

・ 事実関係を聴取したら，迅速に保護者に連絡し，事実に対する保護者の理解や納得を得た

上，学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるととも

に，保護者に対する継続的な助言を行う。 

・ いじめは人格を傷つけ，生命，身体又は財産を脅かす行為であることを理解させる。 

・ 警戒を加える際には，主観的な感情に任せて一方的に行うのではなく，教育的配慮に十分

に留意し，いじめた児童が自らの行為の悪質性を理解し，健全な人間関係を育むことがで

きるよう成長を促す目的で行う。 

 

（３） 傍観者に対して 

・ はやしたてるなど同調する行為は，いじめに加担する行為であることを理解させる。 

・ いじめを止めさせることはできなくても，誰かに知らせる勇気を持つように指導する。 

・ いじめは絶対に許されない行為であり，根絶しようとする態度を行き渡させる。 

 

 

 

 

 

 



 

８  重大事態への対処について  

（１） 重大事態の意味 

重大事態とはいじめを受けた児童が，生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認

めた場合，及びいじめにより児童が相当期間学校を欠席することが余儀なくされている疑いがある

と認める場合を言う。具体的な例として以下のケースが想定される。 

○ 児童生徒が自殺を企図した場合 

○ 身体に重大な傷害を負った場合 

○ 金品等に重大な被害を被った場合 

○ 精神性の疾患を発症した場合 

○相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合 

 

（２）重大事態の報告 

重大事態と思われる案件が発生した場合にはただちに，教育委員会に報告する。報告をうけ

た教育委員会は重大事態の発生を柏市長に報告する 

（３）重大事態の調査 

教育委員会からの指導や支援を受けながら，学校内のいじめ防止対策委員会が中心となり，まず

は客観的な事実関係を速やかに調査し，対応にあたる。学校主体の調査では，重大事態への対処

及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得られないと判断する場合や，学校の教育

活動に支障が生じる恐れがあるような場合には，教育委員会が主体となり調査を実施する。教育

委員会が調査を行う際には児童生徒課及び関係機関を中心に調査委員会を組織し，必要に応じて

弁護士，医師等のアドバイスを受けることとする。 

（４）調査結果の提供及び報告 
①いじめを受けた児童生徒及びその保護者への適切な情報提供 

調査によって明らかになった事実関係について，いじめを受けた児童や保護者に対して説明する。 
② 調査結果の報告 

調査結果を教育委員会に報告し，教育委員会は市長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事態の発生 

学校 

柏市教育委員会 

柏市⾧ 

報
告 

報

告 

調
査
を
指
示 

＊状況により教育委員会が中心に

調査する場合もある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９  公表・点検・評価 

（１） 学校いじめ防止基本方針は，ホームページ等を通じて保護者や地域に公表する。 

（２） 年間計画にいじめ問題に関する調査を定め，折にふれていじめ状況を確認する。いじめ防

止対策委員会を組織していじめに関しての調査や分析を行い，学校全体として，いじめの実

態把握や迅速な対応に努める。また，千葉県や柏市の基本方針の改定に応じて学校基本方針

を見直すこととする。 

（３） 学校評価にいじめ問題に対する取組を評価する事項を入れて，保護者・児童・教職員等で評

価し，次年度の改善に生かす。 

 

１０ 策定 

   令和７年４月 


